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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 更生医療受給者台帳（Wel+） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援医療（更生医療）に関する事務を行うため 

記録項目 

1 受給者情報（受給者番号、住民番号、氏名、住所、生年月日、

性別、個人番号、身体障害者手帳情報）、2資格情報、3 配偶者

情報、4扶養義務者情報、5 収入・所得情報、6保険情報、7医

療機関情報、8診療情報（医療費見込額、医療の具体的方針） 

記録範囲 自立支援医療（更生医療）受給資格者、配偶者、扶養義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

令和 7年 12 月 1日修正 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 重度医療 受給者台帳（Wel+） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 重度心身障害者（児）医療費助成支給事務を行うため 

記録項目 

1 受給者情報（受給者番号、住民番号、氏名、住所、生年月日、

性別、個人番号）、2助成情報、3保護者情報、4配偶者情報、5

扶養義務者情報、6 受給情報（身体障害者手帳情報、療育手帳

情報、所得関係）、7保険情報、8 口座情報、9 支給情報 

記録範囲 
重度心身障害者（児）医療費助成の受給資格者、配偶者、扶養

義務者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報・所得情報） 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

令和 7年 12 月 1日修正 

作成日：令和５年４月１日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 障害福祉システム（精神手帳） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 精神保健福祉手帳交付事務を行うため 

記録項目 

1 交付者情報（氏名、住所、生年月日、個人番号）、2電話番号、

3 保護者情報、4障害名、5手帳情報（障害等級、交付年月日、

有効期間） 

記録範囲 手帳を交付された障がい者、申請者、保護者 

記録情報の収集方法 本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報）、診断書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）①うるま市総務部総務政策課 

②沖縄県立総合精神保健福祉センター 

（所在地）①〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1号 

②〒901-1104 南風原町字宮平 212-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

開示請求に関して、申請書類等については①へ、承認結果や審

査内容については②へ行ってください。 

令和 7年 12 月 1日修正 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 障害福祉システム（自立支援（精神通院）） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 自立支援医療（精神通院医療）に関する事務を行うため 

記録項目 

1 受診者情報（氏名、住所、生年月日）、2 電話番号、3 保護者

情報、4個人番号、5障害名、6健康保険情報、7医療機関情報、

8 収入情報（所得金額、障害年金等額、特別児童扶養手当等額）、

9 受給者証情報（受給者番号、有効期間） 

記録範囲 
自立支援医療受給者、健康保険被保険者及び被扶養者、申請者、

保護者 

記録情報の収集方法 
本人又は代理人、住民基本台帳システム（住民情報、国保台帳、

所得情報）、診断書 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）①うるま市総務部総務政策課 

②沖縄県立総合精神保健福祉センター 

（所在地）①〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1号 

②〒901-1104 南風原町字宮平 212-3 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

開示請求に関して、申請書類等については①へ、承認結果や審

査内容については②へ行ってください。 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 日常生活用具 申請決定登録（Wel+） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 日常生活用具支給決定事務を行うため 

記録項目 

1.申請書情報（申請者氏名、申請者住所、申請者連絡先、対象

者カナ氏名、対象者氏名、対象者住所、個人番号、生年月日、

性別、申請品目、希望業者、身体障害者手帳情報、療育手帳情

報、精神保健福祉手帳情報、特定医療費（指定難病）受給情報）、

2.対象者世帯所得情報、3.決定情報、4.支払情報 

記録範囲 日常生活用具給付対象者、申請者、保護者、世帯員 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、医師、希望業者、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

令和 7年 12 月 1日修正 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 補装具費 申請決定登録（Wel+） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 補装具費支給決定事務を行うため 

記録項目 

1.申請書情報（申請者氏名、申請者住所、申請者連絡先、対象

者カナ氏名、対象者氏名、対象者住所、個人番号、生年月日、

性別、申請品目、希望業者、身体障害者手帳情報、特定医療費

（指定難病）受給情報）、2.対象者世帯所得情報、3.判定情報、

4.決定情報、5.支払情報 

記録範囲 補装具給付対象者、申請者、保護者、世帯員 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、医師、希望業者、その他補装具関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 沖縄県身体障害者更生相談所 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

令和 7年 12 月 1日修正 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 身体障害者手帳交付台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳の交付・再交付にかかる手続きのため 

記録項目 

1 住所、2 氏名、3 生年月日、4 個人番号、5 住民コード、6 性

別、7年齢、8身体障害者手帳内容、9電話番号、10 申請事由、

11 申請日、12 進達日、13 保護者氏名、14 保護者住所、15 保護

者生年月日、16 保護者個人番号、17 保護者続柄 

記録範囲 身体障害者手帳の申請する本人、保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 更生相談所、他市町村役場 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）①沖縄県更生相談所 

②うるま市総務部総務政策課 

（所在地）①〒903-0804 那覇市首里石嶺町 4-385-1 

②〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

開示請求等を受理する組織欄について 

手帳内容、交付決定判断等の場合①へ 

申請時書類の控え等の場合②へ 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい給付係 

個人情報ファイルの名称 療育手帳交付台帳 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 療育手帳の交付・再交付にかかる手続きのため 

記録項目 

1 住所、2氏名、3生年月日、4個人番号、5住民コード、 

6 性別、7年齢、8療育手帳内容、9電話番号、10 申請事由、 

11 申請日、12 進達日、13 保護者氏名、14 保護者住所、 

15 保護者生年月日、16 保護者個人番号、17 保護者続柄 

記録範囲 療育手帳の申請する本人、保護者 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 更生相談所、コザ児童相談所、他市町村役場 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）①沖縄県更生相談所（18 歳以上） 

     ②コザ児童相談所（18 歳未満） 

③うるま市役所総務政策課 

（所在地）①〒903-0804 那覇市首里石嶺町 4-385-1 

     ②〒904-2143 沖縄市字知花 6-34-6 

③〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1 番 1号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル ☑有 □無 
 

備考 

開示請求等を受理する組織欄について 

手帳内容、交付決定判断等の場合①、②へ 

申請時書類の控え等の場合③へ 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 移動支援事業事務システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 移動支援事業支給決定事務を行うため 

記録項目 

1 申請者情報（受給者番号、住民番号、住所、郵便番号、カナ

氏名、生年月日、性別、年齢、行政区、続柄）、2 サービス（サ

ービス名、申請支給量、決定支給量、支援区分等、支給区分、

支給開始日、支給終了日、負担上限月額、負担有効期間開始日、

負担有効期間終了日、世帯課税区分、合計所得金額、公的年金

等収入、障害年金等額、特別児童扶養手当等額）、3介護保険給

付 

記録範囲 障がい者及び障がい児（障がい児の場合は、同一世帯員） 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住基ロック該当者） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 日中一時支援事業事務システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 日中一時支援事業支給決定事務を行うため 

記録項目 

1 申請者情報（受給者番号、住民番号、住所、郵便番号、カナ

氏名、生年月日、性別、年齢、行政区、続柄）、2 サービス（サ

ービス名、申請支給量、決定支給量、支援区分等、支給区分、

支給開始日、支給終了日、負担上限月額、負担有効期間開始日、

負担有効期間終了日、世帯課税区分、合計所得金額、公的年金

等収入、障害年金等額、特別児童扶養手当等額）、3介護保険給

付 

記録範囲 障がい者及び障がい児（障がい児の場合は、同一世帯員） 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住基ロック該当者） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 
 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 障害支援区分認定審査会事務システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害支援区分認定事務を行うため 

記録項目 

1 基本情報（氏名、障害種別、年齢、性別、今回申請区分、前

回二次判定結果、認定有効期間）、2 判定結果（一次判定結果、

二次判定結果、認定有効期間）、3 認定調査項目、4 医師意見書

項目 

記録範囲 障がい者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住基ロック該当者） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 
障害児通所支援の支給決定事務（文書発送簿、有限到来名簿、

支給管理台帳、受給者台帳） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 支給決定事務における本人の現状確認のために利用する。 

記録項目 

1 文書発送簿（発送年月日、送付先、住民番号、受給者番号、氏名、

児童氏名、申請種別、有限到来月、申請日、起案日、福祉サービス利

用負担額、地域生活利用負担額、支給決定サービス）、2有限到来名簿

（有限到来月、受給者番号、氏名、申請、計画相談、案提出日、就労

事業所、就労サービス種別、在宅就労、評価提出日）、3支給管理台帳

（受給者証番号、障害種別、申請年月日、決定年月日、証交付年月日、

受給者情報、障がい支援区分情報、利用者負担上限額情報、サービス

利用計画作成情報、療養介護情報、決定サービス情報）4 受給者台帳

（受給者番号、住民番号、氏名、年齢、生年月日、性別、申請年月日、

申請事由、決定年月日、障害支援区分、負担上限額、計画相談事業所） 

記録範囲 障害児、保護者、世帯員、主治医 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住民基本台帳交付制限対象者） 

記録情報の経常的提供先 市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 
 

 

作成日：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 
障害福祉サービスの支給決定事務 （文書発送簿、有限到来名

簿、支給管理台帳、受給者台帳） 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 支給決定事務のために利用する。 

記録項目 

1 文書発送簿（発送年月日、送付先、住民番号、受給者番号、氏名、

児童氏名、申請種別、有限到来月、申請日、起案日、福祉サービス利

用負担額、地域生活利用負担額、支給決定サービス）、2有限到来名簿

（有限到来月、受給者番号、氏名、申請、計画相談、案提出日、就労

事業所、就労サービス種別、在宅就労、評価提出日）、3支給管理台帳

（受給者証番号、障害種別、申請年月日、決定年月日、証交付年月日、

受給者情報、障がい支援区分情報、利用者負担上限額情報、サービス

利用計画作成情報、療養介護情報、決定サービス情報）4 受給者台帳

（受給者番号、住民番号、氏名、年齢、生年月日、性別、申請年月日、

申請事由、決定年月日、障害支援区分、負担上限額、計画相談事業所） 

記録範囲 障害者（児）、保護者、世帯員、主治医 

記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住民基本台帳交付制限対象者） 

記録情報の経常的提供先 市町村 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 
 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 
障害福祉サービス事業者等の実地指導及び検査に関する事務 

請求情報一覧 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害福祉サービス給付費の請求事務のために利用する。 

記録項目 

1 受給者証番号、2異動年月日、3生年月日、4 障がい支援区分

情報、5利用者負担上限額情報、6計画相談支援情報、7 食事提

供体制加算情報、8 補足給付情報、9モニタリング情報 

記録範囲 障害者、障害児 

記録情報の収集方法 総合福祉 Well＋システム、オクトパス 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住民基本台帳交付制限対象者） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 請求審査に関する事務 国保連送受信データ 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害福祉サービス給付費の請求事務のために利用する。 

記録項目 

1 受給者証番号、2異動年月日、3生年月日、4 障がい支援区分

情報、5利用者負担上限額情報、6計画相談支援情報、7 食事提

供体制加算情報、8 補足給付情報、9モニタリング情報 

記録範囲 障害者、障害児 

記録情報の収集方法 総合福祉 Well＋システム、オクトパス 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住民基本台帳交付制限対象者） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 認定調査事務システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害支援区分認定事務を行うため 

記録項目 

1 調査対象者情報（氏名、性別、年齢、性別、現住所、連絡先、

家族等連絡先）、2障害等級等情報、3現在利用中のサービス情

報、4地域生活関連情報、5就労関連情報、6 日中活動関連情報、

7 介護者関連情報、8 居住関連情報、9その他サービス等関連情

報、10 認定調査情報 

記録範囲 障がい者 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む（住基ロック該当者） 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい支援第 1・第 2 係 

個人情報ファイルの名称 有限到来ファイル 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 障害福祉サービス等の更新案内通知を行うため 

記録項目 

1 対象者情報（更新月、受給者番号、氏名、申請日、調査日、

医師意見書取得日、審査会開催日） 

記録範囲 障がい者及び障がい児 

記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、その他関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町一丁目１番１号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☐無 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【課名・係名】障がい福祉課 障がい相談係 

個人情報ファイルの名称 障がい者相談支援システム 

行政機関等の名称 うるま市長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
福祉部 障がい福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 
障害者総合支援法に基づく、基幹相談支援センター業務（総合

的及び専門的相談支援相談）実施のため 

記録項目 
1.氏名、2.生年月日、3.家族情報、4.入院先医療機関名等 

記録範囲 相談対象者 

記録情報の収集方法 本人・親族・医療機関・その他相談支援関係者 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）うるま市総務部総務政策課 

（所在地）〒904-2292 うるま市みどり町 1丁目 1番 1 号 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 ☑無 
 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 

 

 


